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１．件名：「柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の地震等に係る新基準適合性審査

に関する事業者ヒアリング(90)」 

 

２．日時：平成２８年１１月１５日（火）１３時３０分～１５時５５分 

 

３．場所：原子力規制庁７階耐震会議室 

 

４．出席者 

  原子力規制庁：内藤安全管理調査官、御田安全管理調査官、竹内安全審査

官、田上安全審査官、野田安全審査官、谷安全審査官、佐口

安全審査官、江嵜安全審査官、安田安全審査官、岸野安全審

査官、安達係員、竹野技術参与、杉野統括技術研究調査官 

  東京電力ホールディングス：土木調査担当部長 他５名 

 

５．要旨 

 ①東京電力ホールディングスから、平成２５年９月２７日に申請のあった柏

崎刈羽原子力発電所６、７号機の設置変更許可申請のうち、敷地の地質・

地質構造、津波評価並びに基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に関して説

明があった。 

 

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。 

【津波評価について】 

 ・荒浜側防潮堤を考慮しないことで従前から計算条件が変更されているこ

とに対して、現在の基準津波波源の選定が妥当であることを確認し示す

こと。 

 ・荒浜側防潮堤を考慮しない計算条件で用いた地形をより詳細な地形図で

示すこと。 

 ・基準津波の評価結果については、それぞれの基準津波について、水位上

昇時の値及び水位下降時の値を示すこと。 
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・基準津波の水位比較表については、遡上域にあたる施設の記載及び遡上

域に到達しない水位についての記載を適正化すること。あわせて、表中

に防波堤の考慮の有無を記載すること。 

・地震時の液状化による敷地の沈下量の影響を考慮する際、沈下量を２ｍ

とした考え方を示すこと。 

 ・地震時の斜面崩壊を考慮した影響評価では、斜面崩壊を想定した区間を

示すこと。 

 ・荒浜側で遡上する津波水位については、最高水位に到達するまでの複数

の時刻での水位状況を示すとともに、考慮する建屋の配置によって最高

水位に有意な差違が生じないか確認すること。 

 

【敷地の地質・地質構造について】 

 ・水平断面図と鉛直断面図については、断層分布位置や断面図位置の整合

性を確認すること。 

 ・Ｆ系断層の代表として活動性を評価しているＦ３断層に対してのＦ２断層

の位置づけを明記すること。 

 ・評価対象の施設の名称について記載を適正化すること。 

 

【基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について】 

 ・基礎地盤のすべりについては、汀線平行断面のみの検討ではなく、汀線

直交断面の検討結果も示すこと。 

 ・解放基盤表面の標高が施設により異なる理由を説明すること。 

 ・周辺斜面評価については、５号炉についても斜面との離隔距離を断面図

で示すこと。 

 

③東京電力ホールディングスから、本日の指摘等について了解した旨の回答

があった。 
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６．提出資料 

・５号炉緊急時対策所設置に伴う評価への影響及び資料変更箇所 

・柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉  

敷地の地質・地質構造について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 

       敷地の地質・地質構造について【補足説明資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 荒浜側防潮堤を自主設備と 

することによる基準津波及び入力津波への影響について 

・柏崎刈羽原子力発電所における津波評価 

荒浜側防潮堤を自主設備とすることによる津波評価への影響について 

・柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 

      原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について 


